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第１章 本計画の目的及び位置付け 

１ 本計画の策定目的 

本市の小中学校施設の多くは、第２次ベビーブームなどを背景とする児童生徒数の急増に対応して、

昭和４０年代から５０年代にかけて集中的に整備されたことから、供用開始から４０年以上経過している施

設が、全体の約７５％と高い割合を占めています。現在では、経年による老朽化の進行や機能低下が見

られ、その対策が喫緊の課題となっています。

一方で、厳しい財政状況の下、耐用年数に準じて、これら全ての施設を建替えることは困難であり、本

計画では、施設整備に長寿命化という考えを取り入れ、適正に修繕や改築を行い、財政負担の平準化と

ライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とします。

図 1 公立小中学校施設分類毎の年度別延床面積 

２ 本計画の位置付け 

本市では、公共施設等（インフラ及び公共建築物）を対象に、平成２９年に「向日市公共施設等総合管

理計画」を策定し、老朽化が進む公共施設等に対して、施設の保全やこれに伴う財政負担の縮減を図る

ための基本方針を明らかにしています。

本計画は「向日市公共施設等総合管理計画」における個別の計画として位置付け、学校教育系施設

及び子育て支援施設（留守家庭児童会）の長寿命化計画として定めるものです。

３ 計画期間 

計画期間は、今後４０年間を見据え、概ね１０年間とします。

ただし、学校教育を取り巻く環境の変化や児童生徒数の推移、学校施設に求められる機能などへの社

会的な要請の変化に対応するため、柔軟に計画を見直すこととします。
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第２章 学校施設等の現況 

１ 本計画の対象 
本計画の対象とする施設は、次に掲げる向日市が保有する小学校、中学校及び学校給食センター並

びに留守家庭児童会とします。

表 1 本計画の対象範囲 

区分 施設名 
校舎 校舎以外 

備考 
棟数 延床面積 棟数 延床面積 

小
学
校
関
連
施
設

向陽小学校 5 6,232㎡ 7 1,559㎡

第 2向陽小学校 2 4,480㎡ 6 1,095㎡

第 3向陽小学校 3 4,861㎡ 4 1,076㎡

第 4向陽小学校 8 5,916㎡ 4 1,098㎡

第 5向陽小学校 3 5,783㎡ 5 1,083㎡

第 6向陽小学校 2 4,332㎡ 5 1,155㎡

留守家庭児童会 ― ― 6 1,221㎡ 各小学校敷地内に設置 

小 計 23 31,604㎡ 37 8,287㎡

中
学
校
関
連
施
設

勝山中学校 5 7,338㎡ 6 1,522㎡

西ノ岡中学校 6 4,913㎡ 7 1,868㎡

寺戸中学校 3 5,099㎡ 7 1,566㎡

学校給食センター ― ― 1 943 ㎡ 西ノ岡中学校敷地内に設置 

小 計 14 17,350㎡ 21 5,899㎡

合 計 95 棟 ： 63，140㎡ 

２ 老朽化の現状

本市における小学校関連施設及び中学校関連施設は、近年に新築及び改築した施設を除き、多くの

施設で老朽化が進んでいます。現況把握のため、構造躯体の健全度評価及び構造躯体以外の建築部

位の健全度評価を行いました。

(1) 構造躯体の健全度評価 

構造躯体については、実施済みの耐震診断における調査内容を確認し、現有する全ての棟でコン

クリート強度（１３.５N／mm2以上）を有していることを確認しています。 

しかし、調査時（平成１５～２１年）からの経年劣化も考えられ、必要に応じて、今後、耐力度調査を

含めた構造躯体に対する詳細診断（「コンクリート圧縮強度」、「中性化深さ」、「鉄筋かぶり、腐食」、
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「漏水」）を行うことで、構造躯体の強度や建築物の機能等を考慮し、将来の学校のあり方を含め、長

寿命化対策について総合的に判断する必要があります。 

※ 耐力度調査 ： 公立学校施設における建物の構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件による影響

の３点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を総合的に評価するものです。 

図 2 長寿命化対策の判定フロー 

※ 改修等 ： 不具合の顕在化した部位に対して、修理や取り替えなどを行い、支障なく供用できるまでに回復させ

ることを言います。 

※ 長寿命化改良 ： 老朽化していく施設を、より長く使用できるように、物理的な不具合の修繕だけでなく、建物の

機能や性能の水準を上げることを言います。

※ 建替え（改築） ： 建物の全部または一部を新しく建て直すことを言います。

構造躯体に対する詳細な診断 

「長寿命化改良」での対策 
を実施 

「建替え（改築）」 
を実施 

「改修等」での対策を 
実施 

目視調査 

筋かいのたわみ 

鉄骨腐食状況 

非構造部材取付部安全性 

二次部材安全性 

漏水      等 

材料試験等 

コンクリート圧縮強度 

中性化深さ 

鉄筋かぶり厚さ 

鉄筋腐食状況 

漏水     等 

鉄筋コンクリート造 鉄骨造 

著しい損傷や劣化により 

機能回復が期待できない 

長寿命化改良による機能回復と

機能向上が期待できる 
改修等により機能回復

が期待できる 
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施設健全度

(2) 構造躯体以外の健全度評価

小中学校及び留守家庭児童会を対象に、建築物を部位別（屋根・屋上、外壁、内部仕上、電気設

備、機械設備）の５つに分けて劣化状況調査を実施し、「表２ 劣化状況の評価基準」に基づいて、Ａ

からＤによる４段階で劣化状況を評価しました。 

この評価結果に基づいて健全度（１００点満点で数値化した指標）を算出し、現況における劣化状

況を整理しています。（巻末資料「学校施設の劣化状況一覧」参照） 

表 2 劣化状況の評価基準 

評価 
部位の 

評価点 
屋上・屋根及び外壁の評価基準 

内部仕上げ及び設備の

評価基準 

Ａ 100 概ね良好 ２０年未満 

Ｂ 75 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） ２０年以上４０年未満 

Ｃ 40 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） ４０年以上 

Ｄ 10 早急に対応する必要がある 等 著しい劣化事象がある 

表 3 部位のコスト配分                          表 4 健全度評価 

部位 コスト配分  評価 評価点 

屋根・屋上 5.1  Ⅰ ７６点以上～１００点 

外壁 17.2  Ⅱ ４６点以上～７６点未満 

内部仕上げ 22.4  Ⅲ １１点以上～４６点未満 

電機設備 8.0  Ⅳ １１点未満 

機械設備 7.3    

計 60    

健全度の評価結果として、小学校関連施設、中学校関連施設ともに健全度が低いとされる「Ⅲ」「Ⅳ」

評価の施設が、全体の６０％以上を占める一方、健全度が比較的良好な施設の割合は、小学校で

約３８％、中学校で約２６％と、劣化の進行が見られます。

図 3 小中学校施設の健全度評価結果 

※ 評価基準等は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月）：文部科学省」を参照 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

4.6%

33.1%

62.3%

小学校関連
施設健全度

 （参考） 健全度の算定方法：総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60 
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 (3) 構造躯体以外の健全度評価例 

現状におる小中学校施設の劣化状況調査について、健全度の評価結果別に例として示します。

(1) 健全度Ⅱの例 

校舎の屋上 校舎の外壁 給食室の内部 

（防水塗装の劣化） （犬走部のひび割れ） （ひび割れの発生） 

(2) 健全度Ⅲの例 

校舎の屋上 校舎の外壁 校舎の内部 

（屋上防水層のたわみ･破損･劣化） （壁面の塗装剥離･漏水跡） （天井の漏水跡） 

校舎の外壁 校舎の内部 プール付属棟の屋根 

（鉄筋の露出） （ひび割れによるサッシ廻りの漏水跡） （屋根材が撤去されている状態） 

(3) 健全度Ⅳの例 

校舎の外壁 プール付属棟の外壁 プール付属棟の内部 

（塗装の剥離･鉄筋の露出） （接合具の割れ） （鉄筋の露出） 
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３ これまでの取組み 

本市では、過去２０年の間に一部校舎の改築や小中学校関連施設全棟の耐震化（耐震診断結果

で耐震性を満たした棟を除く。）等を実施してきました。 

また、空調設備の全校設置やトイレの計画的改修等、児童生徒が快適に学校生活を送れるよう、

環境改善にも努めてきました。 

しかし、現行の建築基準法に照らして、「高さ制限」等の既存不適格となっている施設などがあり、

これらに対しては、改築や長寿命化改良等の実施に合わせ、是正する必要があります。 

また、これまで故障や破損等による不具合が発生した場合、その状況に応じて修繕や設備更新等

を行う「事後保全型」の維持管理を実施してきました。このような「事後保全型」の維持管理では、突

発的な不具合の発生に対して迅速に対応することは困難であり、予算の確保を含め、復旧に時間を

要する場合もあります。 

これまでの「事後保全型」の維持管理を改め、計画的な維持管理を行う「予防保全型」へと転換を

図る必要があります。「予防保全型」の維持管理により、突発的な不具合を回避することができるとと

もに、不具合発生に伴う多額の経費を抑えることが期待できます。 

同時に、これら施設の機能を健全に保つことができるため、老朽化対策としても有効な維持管理

手法です。 

                             表 5 これまでの取組み             令和元年 12月末現在

取組み施策 向陽小 
第２ 

向陽小 

第３ 

向陽小 

第４ 

向陽小 

第５ 

向陽小

第６ 

向陽小
勝山中 西ノ岡中 寺戸中

改築 
（主な施設） 

北校舎 
玄関棟 

 給食棟  
北校舎
廊下 

長寿命化改良 － － － － － － － － － 

大規模改修・
部位別改修 

－ － 
屋上 
防水 

北校舎 
南校舎
中校舎

屋上 
防水 

屋上 
防水 

－ 
屋上 
防水 

耐震化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新耐震

非構造部材 
耐震化 
(体育館) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

空調設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

給食棟 
配膳室 

給食室 
改修 

給食棟
改築 

－  
配膳室
増築 

給食セン
ター増築

配膳室
新設 

配膳室
新設 

昇降機設備 ○ × × ○ × × × × × 

法定点検 建築設備等は法定点検実施 

建 築 基 準 法
（現行法）既存
不適格 

× × × × × × × ○ × 

注 平成１１年度からの取組みとする 
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これまでの取り組みに要した費用は、主に新設、改築等に充てられる「工事費」と、不具合などを

直すために充てられる「修繕費」に区分できます。

「工事費」と「修繕費」の推移をみると、耐震化の実施や空調設備の新設など集中的な実施により

年度毎に異なるものの、過去１０年間で平均的な費用は、約４．７億円となっています。

図 4 これまでの取組みに要した主な費用 

 表 6 これまでの取組みに要した主な費用の推移 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

修繕費 12,313 13,244 15,110 27,325 20,431 22,039 20,946 26,591 28,941 31,227

工事費 236,030 462,860 572,579 697,324 637,453 945,031 157,848 91,688 244,085 434,672

計 248,343 476,104 587,689 724,649 657,884 967,070 178,794 118,279 273,026 465,899

修繕費（１０か年平均） 21,817 

工事費（１０か年平均） 447,957 

合計  （１０か年平均） 469,774 

（千円）



8 

第３章 長寿命化対策 
１ 基本方針 

「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成２７年４月文部科学省）」では、「適切な維持管理が

された施設は、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には７０年から８０年程度の長寿命化が可

能である」と示されており、本市では、これまで行ってきた「事後保全型」から「予防保全型」の維持管理に

転換することを基本に、詳細診断により長寿命化が可能と判断される施設については、８０年を供用目標

年数とします。 

しかしながら、本市においては、老朽化等の現状から、直ちに全ての施設について「予防保全型」の維

持管理に転換し、長寿命化を図ることは困難です。 

そのため、第２章「２ 老朽化の現状」で述べた構造躯体及び構造躯体以外の健全度評価、建築経過

年数等を踏まえ、改築も行いつつ、長寿命化対策を進めることとします。 

(1) 校舎 

建築経過年数や劣化状況等を考慮し、当初１０年間は、改築を中心とした対策を行うこととし、第２

向陽小学校及び勝山中学校について、改築に取り組みます。 

建築基準法における新耐震基準に適合した向陽小学校北校舎などについては、「予防保全型」の

維持管理に努め、長寿命化に向けた取り組みを行います。 

その他の学校については、日常的な維持管理（計画的修繕）を行いつつ、今後の状況を踏まえ、

必要に応じ、第２章「２ 老朽化の現状(1)構造躯体の健全度評価」で述べた詳細診断を行い、長寿命

化対策を実施します。 

(2) 体育館  

向陽小学校、勝山中学校及び寺戸中学校は、新耐震基準で建築されており、他の小中学校は耐

震対策を施していることから、安全上の問題は無いと考えられますが、施設の機能的な健全性を維

持するために計画的な保全を実施します。 

(3) プール  

小学校のプールはすべてで建築経過年数が４０年以上であり、ほぼすべての学校で広範囲に老

朽化が進んでおり改修に努めているが、今後、設備を含めた大規模な改修を必要としていることから、

学校プールのあり方を検討していきます。 

(4) 留守家庭児童会  

部分的又は広範囲に劣化がみられていることから、施設の機能を維持するために、計画的な保全

を実施します。 

(5) 学校給食センター  

平成３０年度に新たに建築した施設であることから、今後、計画的な保全を実施します。
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２ スケジュール

令和３年度から３年間は、緊急度の高い施設の改修に取り組むこととします。 

その後、令和６年度から概ね１０年間を第１期の計画期間とし、小中学校校舎については「１ 基本方

針 (1)」に述べたとおり、校舎の改築を中心に取り組むこととします。 

なお、実際の改築、改修工事については、詳細診断等を踏まえ、本市の財政状況や各種補助制度等

を総合的に考慮して、実施計画を策定するものとします。 

３ ライフサイクルコストの試算 

将来の児童生徒数により施設総量の検討が必要となりますが、現有施設で試算すると、従来型である

「改築（更新）」を中心とした場合と、「長寿命化型（予防保全等）」の場合とにおける今後４０年間にかかる

維持更新費用を比較した場合、「長寿命化型（予防保全等）」を中心とした対策費用は、約１８３億円  

（約４.６億円/年）となり、「改築（更新）」の対策（約２０３憶円）よりも約２０億円程度の費用削減と、対策費

用の平準化が期待できます。 

図 5  将来４０年間における費用比較 
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第４章 学校施設のあり方 

１ 児童生徒数の推移及び将来予測 

本市全体での小中学校の児童生徒数は、昭和５６年の６,１５０人をピークに減少傾向が続き、その後、

平成１３年から増加に転じましたが、平成２１年からは増減を繰り返しており、過去５年は、ほぼ横ばいで

推移してきました。

近年、北部市域の開発が進んでいることから、一部の小中学校では、今後、短期的には増加傾向が続

くと推計され、当該区域の市立小中学校では、既存施設だけでは教室数が不足することも懸念されてい

ます。

しかし、全体的には減少傾向となっており、２０年後の令和２２年度には、現在（令和元年度４，４７０

人）の約７４％に、３０年後の令和３２年度には約７０％に、４０年後の令和４２年度には約６４％の

２，８００人程度にまで減少すると推計されます。

※予測値（令和 12年度までは実績に基づく値、それ以降はコーホート法による推計値） 

図 6 本市における児童生徒数の推移

      表 7 本市における児童生徒数の推計   (単位:人)

令和2年度 令和12年度 令和22年度 令和32年度 令和42年度

小学校 2,959 2,600 2,195 2,069 1,859

中学校 1,450 1,487 1,134 1,061 980

計 4,409 4,087 3,329 3,130 2,839

（人）

（年）
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２ 学校施設の適正な配置

本市では、中学校は市域に対して比較的バランスよく配置されている一方、小学校は６校中３校が、寺

戸地区及び物集女地区に集まるように配置されています。 

しかし、将来の児童生徒数の推計を鑑みると、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法

律施行令」においては、学級数の適正規模が小中学校ともに１２学級から１８学級までとされていることか

ら、今後、学区の再編や施設総量の適正化を検討する必要があります。

図 7 学校施設の配置 
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３ 学校施設の目指す将来像 

(1) 質の高い学力をはぐくむ教育環境の整備 

近年多様化する教育内容や、その実施手法などを踏まえ、時代に応じた機能的な施設環境を確

保します。

〔例〕 ・無線ＬＡＮ設置による校内ネットワーク整備や児童生徒 1 人 1 台の端末導入など、各
教室においてＩＣＴの活用ができる学習環境の整備

・少人数授業やグループ学習など多様な学習展開に対応する施設環境の整備

(2) 児童生徒の快適な学校生活を支えるための生活環境の質の向上 

学校施設は、児童生徒が多くの時間を過ごす場所であることから、児童生徒が快適な学校生活

を送れるよう健康的で豊かな施設環境を目指します。 

〔例〕 ・照明設備（ＬＥＤ照明など）の導入による生活環境の改善 

・トイレの洋式化推進と床のドライ化による環境衛生面での質の向上 

・小学校給食室のドライシステム化による衛生環境の向上 

(3) 全ての児童生徒が安心して学べる施設整備 

特別な支援を必要とする児童生徒を含め、全ての児童生徒が安心して学校施設を利用できるよ

うバリアフリー化及びユニバーサルデザインの考え方を踏まえた施設整備を推進します。 

〔例〕 ・バリアフリー化の推進と多目的トイレやエレベーターの導入 

・通級指導教室や個別指導のための教室整備 

(4) 災害時の安全・安心の充実 

学校施設は地域の防災拠点や避難所としての役割も担っていることから、教育施設としての機能

とともに、安全・安心を確保するため防災機能の整備・充実を図ります。

〔例〕 ・防災機能を高めるための非構造部材の耐震化の促進 

・設備配管などの設備に対する計画的な更新 

(5) 教職員一人一人の力が十分に発揮できる環境の整備 

職員室や教材の保管場所を十分に確保できるよう努め、教育課程の円滑な実施に配慮します。 

〔例〕 ・校務の円滑化に資する空間整備 

・執務環境の改善に資する施設整備 

 (6) 児童に対する放課後の居場所づくり 

留守家庭児童会は、放課後の児童の居場所でもあることから、安心して過ごせる環境整備に配

慮します。 
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第５章 継続的な運用 

第 1 章「１ 本計画の策定目的」で述べたとおり、本市の小中学校施設の多くは供用開始から４０年以

上経過しており、経年劣化は日々進行していくことから、学校施設の健全度を維持し、求められる機能や

性能を発揮し続けるためには、計画的な点検調査の実施や、点検調査結果に基づく適切な対策が必要

です。 

今後は、改修や修繕等の履歴や、施設の劣化状況などの情報を蓄積し、定期的な健全度の把握に努

め、計画的な維持管理を推進します。
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